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市
内
の
公
民
館
と
文
化
団
体
等

が
共
催
で
、
文
化
展
や
芸
能
発
表

会
が
行
わ
れ
、
多
く
の
人
で
に
ぎ

わ
い
ま
し
た
。

　

展
示
発
表
で
は
、
文
化
サ
ー
ク

ル
や
個
人
で
活
動
し
て
い
る
方
々

の
陶
芸
や
絵
画
、
写
真
、
俳
句
な

ど
の
目
を
見
張
る
ば
か
り
の
力
作

が
会
場
い
っ
ぱ
い
に
展
示
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

芸
能
発
表
で
は
、
郷
土
芸
能
や

コ
ー
ラ
ス
、
詩
吟
、
よ
さ
こ
い
踊

り
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
演
目

が
行
わ
れ
、
来
場
者
は
文
化
の
秋

を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

 
文
化
の
秋
を
満
喫

各
地
区
で
文
化
芸
能
祭

▲絵画の展示（緑文化祭）

　

国
民
年
金
に
は
、
第
一
号
被
保
険
者
（
自
営
業
の
方
な
ど
）
だ
け
を
対

象
と
し
た
独
自
の
給
付
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
独
自
給
付
に
つ
い
て

寡
婦
年
金

第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
保

険
料
を
納
め
た
期
間
（
保
険
料
免

除
期
間
を
含
む
）
が
二
十
五
年
以

上
あ
る
夫
（
婚
姻
期
間
が
十
年
以

上
）
が
何
の
年
金
も
受
け
ず
に
亡

く
な
っ
た
と
き
、
妻
が
六
十
歳
か

ら
六
十
五
歳
ま
で
の
間
、
夫
が
受

け
る
は
ず
で
あ
っ
た
老
齢
基
礎
年

金
の
四
分
の
三
の
額
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

た
だ
し
、
夫
が
亡
く
な
っ
た

当
時
、
妻
が
老
齢
基
礎
年
金
の
繰

上
げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

死
亡
一
時
金

第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
、

三
十
六
月
以
上
保
険
料
を
納
め
て

い
る
人
が
年
金
を
受
け
な
い
で
亡

く
な
っ
た
と
き
、
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
た
そ
の
遺
族
（
配
偶
者
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
ま
た
は

兄
弟
姉
妹
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
人
が
亡
く
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
る
遺
族
が
い
る
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
の
受
給
要
件
を
有
す
る
場
合
は

ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

死
亡
一
時
金
の
額
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
に
応
じ

て
次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

付
加
年
金

　

定
額
の
保
険
料
に
月
額
四
百
円

の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納

め
る
と
、
次
の
式
で
計
算
し
た
額

が
老
齢
基
礎
年
金
額
に
加
算
さ
れ

て
受
給
で
き
ま
す
。

【
計
算
式
】
付
加
年
金
額
＝
二
百
円

×
付
加
保
険
料
を
納
付
し
た
月
数

◆
問
い
合
わ
せ　

市
民
課
☎
43
・

５
０
２
３

広報 

保険料納付済期間 金　　額

36月以上 180月未満 120,000円

180月以上 240月未満 145,000円

240月以上 300月未満 170,000円

300月以上 360月未満 220,000円

360月以上 420月未満 270,000円

420月以上 320,000円

 

政
治
倫
理
審
査
会
委
員
が
決
ま
る

　

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
市
長
等

の
政
治
倫
理
条
例
お
よ
び
議
員
の

政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
い
た
市
民

か
ら
の
調
査
請
求
に
つ
い
て
の
調

査
審
議
等
を
行
い
ま
す
。

　

委
員
は
次
の
方
々
で
す
（
順

不
同
・
敬
称
略
）。
任
期
は
平
成

十
七
年
十
月
一
日
〜
平
成
十
九
年

九
月
三
十
日
ま
で
。

会
長
＝
道み
ち
か
み上　

明
あ
き
ら
（
神
戸
市
）、

副
会
長
＝
児こ
じ
ま
し
げ
お

島
茂
男
（
榎
列
）、

委
員
＝
小
林
正ま
さ
よ
し芳
（
広
田
）、

金か
な
わ輪　

仁
ひ
と
し
（
倭
文
）、
木
村

て

る

こ子

（
広
田
）、
岡
か
づ
子
（
志
知
）、

祖そ
や
ま
し
ん
じ

山
進
司
（
湊
）、高
橋
俊と
し
ゆ
き行
（
松

帆
）、
里さ
と
ふ
か
よ
し
た
ね

深
嘉
胤
（
市
）、
喜き

だ田
久

美
子（
八
木
）、沖お
き　

俊
し
ゅ
ん
さ
く作（
福
良
）、

興お
き
つ
み
ち
お

津
逵
夫（
阿
万
）、平
野
典の
り
こ子（
賀

集
）

 

松
原
サ
ミ
ッ
ト

 

松
原
の
保
護
育
成
を
話
し
合
う

　

白
砂
青
松
の
名
勝「
慶
野
松
原
」

を
有
す
る
南
あ
わ
じ
市
は
、
昭
和

六
十
二
年
か
ら
全
国
の
松
原
を
有

す
る
市
町
と
「
松
原
友
好
市
町
交

流
会
議
」
を
開
催
し
て
、
相
互
の

連
携
と
情
報
交
換
を
図
り
、
松
原

の
保
護
育
成
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
七
市
町
が
加
盟
す
る
同
会

議
が
、
十
一
月
二
・
三
日
に
佐
賀

県
唐
津
市
「
虹
の
松
原
」
で
開
催

さ
れ
、
松
原
に
つ
い
て
各
市
町
が

抱
え
る
問
題
や
取
組
み
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
市
内
の
小

学
生
を
対
象
に
「
日
本
の
松
原
」

絵
画
・
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
西
淡
公
民
館
に

展
示
に
さ
れ
た
五
十
六
点
の
力
作

は
、
ど
の
作
品
も
松
原
へ
の
愛
着

が
感
じ
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
し

た
。

▲松原の絵画・ポスター展

◆
老
年
者
控
除
が
廃
止

　

平
成
十
七
年
分
の
申
告
か
ら
、

こ
れ
ま
で
六
十
五
歳
以
上
の
人
に

適
用
さ
れ
て
き
た
老
年
者
控
除

（
所
得
税
＝
五
十
万
円
、
市
県
民

税
＝
四
十
八
万
円
）
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
年
金
制
度
の
見

直
し
に
よ
り
、「
公
的
年
金
控
除
」

が
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
別
表
参
照
）

▽
問
い
合
わ
せ　

所
得
税
＝
洲
本

税
務
署
☎
24
・
１
２
１
４
、
住
民

税
＝
市
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

確
定
申
告
に
備
え
て
の
お
知
ら
せ

65
歳
以
上
の
方
へ

◆老年者控除廃止等による変化例
税の種類 条件（例） 改正内容（例）
国 税

（所得税）
・65歳以上
・300万円の年金収入のみ
・控除対象配偶者（70歳未満）あり
・社会保険料16万円支払い

・公的年金控除が30万円減り
・老年者控除50万円がなくなり
　　　　　↓
　所得税額が64,000円増加

市県民税

（住民税）　同上の場合

・公的年金控除が30万円減り
・老年者控除48万円がなくなり
　　　　　↓
　住民税額が39,400円増加

▲舞台発表（三原文化芸能祭）

区 分 旧緑町から持込み 旧西淡町・旧三原町・旧南淡町から持込み

場　所 やまなみ苑（広田広田） 南あわじ市清掃センター（八木寺内）

業務時間

月～金曜日（8：30～ 16：30）、土曜日（8：30～
11：45）。祝祭日・日曜日は休み。12月 29・30・
31日も８：30～ 16:30 まで業務。

月～金曜日（8：30～ 16：30）、祝祭日（8：30～正午）、土・
日曜日は休み。12月 29日・30日は８：30～ 15:00まで、
12月 31日は８：30～正午まで業務。

１月１日～３日まで休み。１月４日から通常どうり業務。

注意事項

①市指定のゴミ袋を使用して持込みをされても手数料が必要です
②家具などの粗大ゴミは、金属・ガラスなどの不燃物を取り外してから持込んでください
③必ず時間内での持込みをお願いします
④持込みに際して道路上にゴミが飛び散らないよう荷台にシート掛けなどの処置をしてください
⑤農業用資材や家屋解体物、産業廃棄物は受入れが出来ませんので、持ち帰りいただきます

 生活環境課☎ 43-5024
 やまなみ苑（洲本市南あわじ市衛生事務組合）☎ 45-0534
 南あわじ市清掃センター☎ 42-1356

■市役所、出張所、連絡所、支所、公民館
　29日～３日まで休み。緑、西淡、三原、南淡庁舎では休
み中も、出生・婚姻・死亡届などの届出を受け付けています。

■診療所
　阿那賀・伊加利・灘・沼島診療所＝29日～３日まで休み。
休日応急診療所＝23ページに掲載。

■文化・観光施設
　図書館＝ 19ページに掲載。玉青館＝ 28日～３日ま
で休み。淡路人形浄瑠璃資料館＝28日～４日まで休み。
淡路人形浄瑠璃館＝ 17日～ 31 日まで休み。鳴門み
さき荘・大鳴門橋記念館＝19日～ 31日まで休み。

■体育施設
　文化体育館・西淡社会教育センター・西淡グラウンド・B&G・賀集・
沼島＝ 29 日～３日まで休み。三原健康広場・阿万＝
28日～３日まで休み。温水プール（サンプール）・ゆとりっく

（プール・フィットネス）＝ 28日～４日まで休み。サンラ
イズ淡路（体育施設）＝無休。

■温泉施設
　サンライズ淡路（温泉）＝無休。ゆとりっく（温泉）
＝ 28日・31 日・１日休み、30日は午前 10 時～午
後６時、２日・３日は午後１時～６時まで、それ以外
は通常。さんゆ～館＝30日まで通常どおり、31日～
１日休み、２日は午後１時～営業。３日以降通常どおり。
ゆ～ぷる＝30日は深夜０時、31日は深夜３時、１日
は 10時～深夜０時、２日は６時～深夜０時、３日～
９日は 10時～深夜０時まで時間延長。（※１日 10時
～新酒のふるまい）。湯の川荘＝29日～３日まで休み。

■粗大ごみ処理場（奥畑処理場☎ 24-1676）
　30日は 8:30 ～正午、31日～３日休み。その前後は
通常（8:30～ 16:30）

◆
障
害
者
控
除
対
象
者

　
認
定
証
の
交
付
に
つ
い
て

　

所
得
税
及
び
市
県
民
税
の
障
害

者
控
除
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、
六
十
五
歳
以
上
の
方

で
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
方
に

つ
い
て
は
、
障
害
者
手
帳
を
持
っ

て
い
な
い
方
で
も
市
が
交
付
す

る
認
定
書
を
提
示
す
る
こ
と
で
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

▽
対
象
者　

次
の
す
べ
て
の
条
件

　

を
満
た
す
方

　

①
満
六
十
五
歳
以
上
の
方

　

②
精
神
も
し
く
は
身
体
に
何
ら

　
　

か
の
障
害
が
あ
り
な
が
ら
身

　
　

体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

　
　

を
受
け
て
い
な
い
方

　

③
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

　
　

方

▽
申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

▽
交
付
先　

保
険
課
（
☎
44
・
３ 

０
０
３
）

狩し
ゅ
り
ょ
う猟
に
ご
注
意
を
！

　

山
に
入
る
と
き
は
、
目
立
つ

服
装
で
。
ハ
ン
タ
ー
は
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
解
禁

期
間
は
、
２
月
15
日
ま
で
。

問
洲
本
農
林
水
産
振
興
事
務
所

☎
26
・
２
１
０
３

◆死亡一時金の額


